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開  会  
 議  長  おはようございます。 

ただ今の出席議員数は、９名です。 
 定足数に達していますので、平成３０年第１回東峰村議会臨時会を開会いたしま

す。 
 （１０時００分） 

 開  議  
 議  長  それでは、ただ今から、配布しております日程により、議事を進めてまいります。 
 日程第１  
 議  長  まず、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、 
１番 柳瀬弘光議員、２番 伊藤均議員を指名いたします。 

 日程第２  
 議  長  次に、日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。 

 本臨時会の会期は、本日２月２１日の１日間といたしたいと思います。 
 お諮りいたします。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、本日の１日間と決定をいたしました。 
 日程第３  
 議  長  次に、日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。 

事務局長 
（事務局長議案上程報告） 

 議  長  事務局長より議案の上程報告が終わりました。 
 日程第４  
 議  長  次に、日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を、お願いします。 

村長 
 村  長  皆さん、改めましておはようございます。 

 本日ここに、平成３０年第１回東峰村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員

各位におかれましては公私ともにご多用にもかかわりませずご参集賜りまして、誠に

ありがとうございます。 
 さて、７月の豪雨災害から早くも７カ月が過ぎましたが、村民の皆さんをはじめ議

会、県、各自治体からの派遣職員並びに職員の皆さんなどの多大なるご支援、ご協力

により、一歩一歩着実に復旧・復興が進んでいることに心から感謝を申し上げます。 
 昨年の１２月２８日には関係各位のご努力によりすべての災害査定が終了し、１月

には５件の林道災害復旧工事を発注したところです。また、ＪＲ日田彦山線の復旧に

つきましても、ＪＲ九州は鉄道での復旧方針を示しましたので、議会をはじめ国・県

等のご尽力に改めて感謝を申し上げる次第でございます。 
 今後とも被災された皆様方の支援を含め１日も早い復旧と復興に全力で取り組ん

でまいりますので、引き続き議員各位の皆さんのご協力とご理解を切にお願いを申し

上げます。 



 それでは、本臨時会に執行部から提出しております議案等の提案理由等の説明をい

たします。 
 議案第１号、平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）につきまし

ては、歳入歳出にそれぞれ１０億９，３８８万７千円を追加し、歳入歳出総額を７３

億５，７５３万６千円とするものです。その内１０億９，１７３万７千円が災害関係

となっております。 
 歳出の主なものとしては、総務費として通信運搬費１６５万円、河川費として応急

工事費精算分３，０００万円、文化財事業費として埋没樹木調査保護委託５０万円、

災害復旧総務費として地域防災がけ崩れ対策事業申請書作成業務委託２９８万７千

円、災害復旧費として災害復旧総務費２９８万７千円、公共土木施設５億３，０００

万円、林道施設２，８００万円、地域防災がけ崩れ対策事業費５億７５万円をそれぞ

れ計上しております。 
 その主な財源としては、特別交付税、国県支出金、基金繰入金、村債を計上してお

ります。 
 承認第１号、専決処分の承認を求めることにつきましては、平成２９年７月、九州

北部豪雨による災害復旧及び道の駅第２販売所設置工事の施工にあたり、地方自治法

第２１３条の規定に基づき繰越明許費について予算を計上する必要が生じましたが、

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

をしたので、同条第３項の規定により報告し承認を求めるものです。 
 補正の内容としては、５件の事業につきまして繰越明許費を行うものです。 
 承認第２号、専決処分の承認を求めることについて、国道２１１号、東峰村大字小

石原鼓付近において発生した公有自動車の単独事故によるガードレール破損に係る

損害について、早急な賠償を実施するにあたり、特に緊急を要するため議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定

により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し承認を求めるものです。 
 同意第１号、東峰村監査委員の選任につきましては、新たに本田治美氏を東峰村監

査委員に選任することについて、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同

意を求めるものであります。 
 以上が執行部から提出している案件ですが、皆様方には慎重審議をいただき、ご可

決、ご承認、ご同意を賜りますようお願いを申し上げ、私の提案理由の説明といたし

ます。 
 議  長  以上、村長の提案理由の説明が終わりました。 
 日程第５  
 議  長  次に、日程第５ 議案第１号「平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第

９号）について」、補足説明を担当課長に求めます。 
総務課長 

 総務課長  ２ページをお願いいたします。 
 議案第１号「平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）」 

平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）は、次に定めるところに

よる。 



 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０億９，３８８万７千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億５，７５３万６千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
 平成３０年２月２１日提出、東峰村長名でございます。 
 ３ページをお願いいたします。 
 第１表、歳入歳出予算補正でございます。 
 歳入といたしまして、地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金、村債で、総額

１０億９，３８８万７千円の補正。内容につきましては、後の事項別のところで説明

させていただきます。 
 ４ページをお願いいたします。 
 歳出につきましては、総務費、民生費、土木費、教育費、災害復旧費で、総額１０

億９，３８８万７千円の補正でございます。 
 ５ページをお願いいたします。 
 第２表、地方債の補正でございます。 
 上段、災害復旧事業債につきましては、今回補正で計上しております災害復旧事業

に係る起債の充当額を補正後で計上しているところです。 
 下段の公共事業等債につきましては、地域防災がけ崩れ防災事業に係る分の起債の

充当額を計上しているところでございます。 
 事項別明細書につきましては、８ページをお願いいたします。 
 まず、歳入でございます。 
 ７款１項１目地方交付税、地方交付税につきましては、特別交付税が１２月に５億

３，４９８万６千円交付されております。これの関係で１２月に実交付分をですね、

補正という形で３億４，４９８万６千円を計上しております。 
 １１款２項９目災害復旧費国庫補助金、１２款２項８目災害復旧費県補助金につき

ましては、歳出の災害復旧事業費についての充当財源として、国及び県の支出金を計

上しているところでございます。 
 公共土木施設災害復旧費については１億９，７２３万６千円、農林水産施設、林道

災害でございますが、これについては２，７５５万４千円。県費の補助金として、災

害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金につきまして４億３，２５８万１千円を計上

しております。 
 繰入金については、財政調整基金繰入金が特別交付税の交付の関係で調整額として

１億５５７万円の減という形になっております。 
 １８款村債につきましては、災害復旧事業債が１億５，２１０万円、公共事業等債

において４，５００万円の予算を計上しているところでございます。 
 ９ページをお願いします。 
 歳出につきましては、総務課の部分を説明させていただきます。 
 ２款１項１目一般管理費、役務費９０万円につきましては、災害関連でいろいろな

事務の増大によりまして電話代が非常にかかっております。これについて２月支払い



分で既に足りないということになっておりますので、今回９０万円を補正させていた

だいております。 
 ２目の文書広報費、これも同様の理由で、郵便代が不足しておりますので７５万円

ですね、郵便等通信費という形で計上をさせていただいております。 
 ３款３項９目特別養護老人ホーム管理費につきましては、予算の組み替えというこ

とで、起債の協議がですね、特別養護老人ホームの災害復旧、フェンスの部分を今行

っておりますが、この部分で、予算の協議で充当見込みが２５０万出ておりますので、

この部分を財源を組み替えるという形で、支出は変わっておりません。 
 あと歳入の組み替えで言いましたら、１１款の１項３目農地農業用施設災害復旧

費、これにつきましても地方債の分が農災の関係でまだ協議ができてない分が、今回

県のほうと協議ができて充当見込みということで４，７９０万円計上しておりますの

で、歳出は変わりませんが、歳入の予算の組み替えをしているところでございます。 
 総務課に関しては以上です。 
 

 議  長  建設水道課長 
建設水道課

長 
 ９ページをお願いいたします。  
 ８款３項１目河川費、補正額といたしましては３，０００万円、節といたしまして、

１５節の工事請負費３，０００万円。こちらにつきましては、すべて昨年７月の九州

北部豪雨に伴う応急工事費ということであります。 
 なお、これにつきましては、道路及び林道災等につきましては専決、それから９月、

１２月の補正で対応させていただいておりましたが、こちらの河川費につきます応急

工事について未計上でありましたので、今回補正させていただきたいと思います。 
 １１款災害復旧費、１目災害復旧総務費、補正額２９８万７千円。 
 委託費でありまして、こちらは地域防災がけ崩れ対策事業費の申請書作成業務委託

料ということで、こちらはまだ補助の対象、採択されるかどうかという申請書の作成

業務でありまして、被災の恐れのある家屋、それからがけ地現場の簡易な測量等に係

る申請作成業務でございます。８カ所の申請を委託しておりまして、２９８万７千円

を計上させていただきます。 
 それから、２目公共土木施設災害復旧費、補正額５億３，０００万円。 
 １３節の委託料３億５，０００万円、こちらにつきましては、査定設計書作成業務

委託料といたしまして計上させていただいております。 
 こちらにつきましては、昨年９月の補正で計上させていただいておりましたが、２

８社のコンサルタントへの委託料、１１５カ所、２０億円という事業費の査定に係り

ます詳細測量設計査定資料等の作成に係る委託料ということでございます。 
 こちらは多額となっておりますが、先ほどのとおり２８社に対しまして、公共債で

ありますので、河川それから道路。河川につきましては、ほぼ護岸等の工事でありま

すので見積もりを取りまして平均を出しております。 
 それから道路につきましては、道路本体それから法面、土羽等の欠損ということで、

非常に平均的な歩掛りを算定するのに時間がかかりまして、この時期での補正となっ

ております。 
 なお、公共土木の歩掛りといたしまして、この災害復旧に係る資料がなかなかござ



いませんで、見積もりによる委託料の計上ということで、時期が遅れたことをお詫び

したいと思います。 
 それから、１５節の工事請負費１億８，０００万円。こちらは先ほどの１１５カ所、

２０億円の復旧事業費に対し、２９年度発注見込みといたしまして５億３，６００万

円のうちのですね、不足分の１億８，０００万円を計上させていただいております。 
 それから１０ページ、４目林道施設災害復旧費、補正額２，８００万円。 
 １３節の委託料１，３００万円、こちらも査定の査定設計書作成業務委託で１，３

００万円が不足しておりまして、こちらも計上させていただきます。 
 それから、工事請負費１，５００万円、林道災害復旧費１，５００万円でございま

す。こちらにつきましては、今年度３億５，６００万円の復旧工事の発注を見込んで

おります。その内不足分の１，５００万円ということを計上させていただきます。 
 それから６目、この６目は新規に目を起こしております。地域防災がけ崩れ対策事

業費５億７５万円。国県費４億３，２５８万１千円、地方債４，５００万円を計上さ

せていただいております。 
 旅費１０万円、需用費３０万円、役務費５万円、こちらにつきましては、経常的な

事務費となります。 
 それから、１３節の委託料１億８，０００万円、こちらは８カ所の地域防災がけ崩

れ対策事業費の場所の委託料となっておりまして、先ほど１目の総務費のほうでです

ね、約３００万円ほどの計上をさせていただいておりましたが、こちらにつきまして

は詳細な測量設計それからボーリング調査、法面の保護となりますので、そうした業

務を含めますと８カ所で１億８，０００万円というふうに計上させていただきます。 
 それから使用料は、事務コピー機等の使用料３０万円。 
１５節工事請負費３億２，０００万円、こちらは認可額のうち３億２，０００万円

は一部支出ということで、平成３０年度にも計上させていただきますが、この８カ所

の屋敷、馬場等含めて８カ所の工事費３億２，０００万円で、こちらでは完了はいた

しませんが、２９年度発注分というふうにご理解いただきたいと思います。以上です。 
 議  長  教育課長 
 教育課長  同じく９ページをお願いいたします。 

 １０款６項２目文化財事業費、１３節委託料、埋没樹木調査保護委託料５０万円で

ございます。 
 内容につきましては、別紙資料をお付けしておりますが、こちらのほうをお開きく

ださい。 
 こちらは佐賀大学の下永教授の調査所見でございますけれども、これを基に説明さ

せていただきたいと思います。 
 場所がですね、これは大字福井字大境、松ケ平川というのは、オークマの宝珠山工

場の前になります。この地点で埋没樹木と阿蘇４火砕流の堆積物が発見されておりま

す。この阿蘇４火砕流の堆積物というのは約９万年前の堆積物で、この中に埋没樹木

もございます。 
 埋没樹木につきましては、近隣では日田市小野川、佐賀県の上峰町、福岡県では初

めてということでございます。 
 先日２月１７日にですね、文化庁の調査官が来村しまして調査をした結果ですね、



風化が著しいと、空気にさらされているので風化が著しいので早く、早急に保護処理

をしたほうがよろしいということでございました。 
 保護処理につきましてはですね、九歴の資料館のほうにお願いしたいと考えており

まして、それに持ち込む運搬費及びこちらから掘り出す経費、この辺りを委託料とし

て計上させていただいております。以上でございます。 
 日程第６  
 議  長  次に、日程第６ 承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」、補足説明

を担当課長に求めます。 
総務課長 

 総務課長  １１ページをお願いいたします。 
 承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し承認を求める。 
 平成３０年２月２１日提出、東峰村長名でございます。 
 １２ページをお願いいたします。 
 東峰村専決第８号、専決処分書。 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出

補正予算（第８号）を専決処分する。 
 平成２９年１２月２０日、東峰村長名でございます。 
 専決の理由といたしまして、平成２９年７月九州北部豪雨による災害復旧工事及び

道の駅第２販売所設置工事の施工にあたり、地方自治法第２１３条の規定に基づき明

許繰越費について予算を計上する必要が生じたが、議会の議決すべき事件について特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分するものでございます。 
 １３ページをお願いいたします。 
 平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第８号）。 
 平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。 
 第１条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用すること

ができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。 
 平成２９年１２月２０日、東峰村長名でございます。 
 内容につきましては１４ページ、繰越明許費、第１表がございます。 
 予算については変動はございませんが、年度を超えてですね、工期を確保するため

に１２月２０日付で専決処分をさせていただいたものです。 
 繰越明許費として、３款３項特別養護老人ホーム災害復旧事業１，４５０万円、７

款２項道の駅第２販売所設置事業３，１５０万円、１１款２項災害復旧事業として５

億２，４８５万１千円、１１款３項災害復旧事業として２億２，０００万円、１１款

４項災害復旧事業として３億８，５００万円。 
 以上の５つの事業につきまして繰越明許費の計上をさせていただいているもので

ございます。以上です。 
 日程第７  



 議  長  次に、日程第７ 承認第２号「専決処分の承認を求めることについて」、補足説明

を担当課長に求めます。 
総務課長 

 総務課長  １５ページをお願いいたします。 
 承認第２号「専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）」 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し承認を求める。 
 平成３０年２月２１日提出、東峰村長名でございます。 
 １６ページをお願いいたします。 
 東峰村専決第１号、専決処分書。 
 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 
 平成３０年１月２６日、東峰村長名でございます。 
 理由といたしまして、国道２１１号、東峰村大字小石原２７２８番地８ 先路上に

おいて発生した公有自動車の単独事故によるガードレール破損に係る損害について、

早急な賠償を実施するにあたり、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

するものである。 
 損害賠償の額を定めることについて。 
 東峰村は、次のとおり損害を賠償する。 
 損害賠償額 ８万１千円 
 賠償の相手方については、国道の施設でございますので、福岡県朝倉県土整備事務

所でございます。 
 事故の概要について、平成２９年１１月２８日午前１０時１３分頃、東峰村農林観

光課の職員が業務のため公有自動車を運転し、国道２１１号、東峰村大字小石原鼓付

近を走行中に運転操作を誤り、国道脇の歩道に設置されるガードレールを破損したと

いうものでございます。以上です。 
 日程第８  
 議  長  次に、日程第８ 同意第１号「東峰村監査委員の選任について」、補足説明を担当

課長に求めます。 
総務課長 

 総務課長  １７ページをお願いいたします。 
 同意第１号「東峰村監査委員の選任について」 
 地方自治法第１９６条第１項の規定により、次の者を東峰村監査委員として選任す

ることについて議会の同意を求める。 
 平成３０年２月２１日提出、東峰村長名でございます。 
 氏名 本田治美 
 住所 朝倉郡東峰村大字福井９３４番地３ 
 任期 任命の日から４年間 
 提案理由として、東峰村監査委員梶原久美氏の辞職のより、新たに本田治美氏を東

峰村監査委員に選任することについて、地方自治法第１９６条第１項の規定により、



議会の同意を求めるものでございます。 
 略歴等につきましては、別紙付けておりますのでご確認をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。以上です。 
 議  長  これより質疑、討論、採決を行います。 

 議案第１号「平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）について」 
 質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
５番 高橋弘展議員 

 ５  番  ８ページ、歳入の部分についてです。 
 １８款１項１８目公共事業等債４，５００万の分なんですけれども、これが充当さ

れるというか使われる事業については、どの事業になりますか。 
 議  長  総務課長 
 総務課長  充当される事業につきましては、１０ページですね、１１款１項６目地域防災がけ

崩れ対策事業、この事業に対して充当される村債になっております。以上です。 
 議  長  ５番 高橋弘展議員 
 ５  番  なかなかこの公共事業等債というのは、最近はなかったのかなと思うんですけれど

も、この詳細について教えていただきたいのですが、交付税措置等はあるような村債

なんでしょうか。 
 議  長  暫時休憩します。 

（１０時３３分） 
 議  長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（１０時４０分） 
 議  長  総務課長 
 総務課長  先ほどの公共事業等債につきましてですが、国の基準によりますと、充当率につい

ては９０％、交付税措置については、現在、財源対策債分ということで５０％、約半

分については交付税措置がされるということで、県より確認をしております。 
 議  長  他に質疑はありませんか。 

５番 高橋弘展議員 
 ５  番  同じく８ページ、７款１項１目地方交付税、特別交付税の交付の分ですが、災害分

ということですが、特別交付税なのでどういった中身になっているかというのは、あ

まり判明しないところではありますが、災害分に関してはこの特別交付税で、あらか

た特別交付税措置の分は一旦もう交付されたということなんでしょうか。 
 議  長  総務課長 
 総務課長  特別交付税につきましては１２月に概算交付がありまして、３月に２度目の交付が

ございます。 
 ３月の時点で特別交付税額というものが確定いたしますので、今、この金額につい

ては１２月の概算交付分ですので、一応３月についても、ちょっと金額については試

算する数字がありませんが、４億程度は来るというふうに見込んではいるところでご

ざいますが、最終的には３月の２０日ぐらいに確定の数字がまいります。それまでは

ちょっと数字としては不確定ということで、ご報告をいたします。 
 議  長  ５番 高橋弘展議員 



 ５  番  この災害に関して、特別交付税措置されるということは本当にありがたいところで

すが、先ほど１２月、３月の部分のちょっと確認なんですが、大体合わせて４億円程

度の交付税措置、災害分があるということでよろしいんでしょうか。 
 議  長  総務課長 
 総務課長  災害分についての内訳がですね、ほんと特別交付税については、全く県のほうにお

尋ねしましても、やはり数字は教えていただけない部分でございますので、通常大体

例年ですね、昨年度については２億７，０００万円ほどの特別交付税。今年度につい

て、一応１２月には５億３，４００万円が来ているということで、一応事実としては

ですね、これだけしか説明できるものはございません。 
 議  長  ５番 高橋弘展議員 
 ５  番  これ以上内訳を聞いても難しい部分なんですが、やはりこの災害後にいろんな経費

等がかかっております。 
 そういった部分で国からの特別交付税措置があるという話だけ聞いていて、なかな

かそれがどういったものが措置されるのかというのが分からないままと、あとやはり

今後の村の財政を考える上で、やはり措置されるものに関しては措置していただきた

い部分があるのが現実だと思います。 
 そういった部分で災害について、どういったものが特別交付税措置されるのか、分

かる範囲でお答えいただけますでしょうか。 
 議  長  総務課長 
 総務課長  災害については事業を列記しているものではございません。 

 ただ、自治法による災害派遣ですね、今、他市町村から来ていただいております。

この分については、概ねかかった費用の８割程度は特別交付税に算入されるというふ

うに、取り扱い要領でできております。 
 あとの分については、それぞれ災害に係る経費について村として要望という形で、

実際にかかった経費に対する一般財源、村のお金がいくらかかっているかという部分

で、要望書をそれぞれ調書という形で提出しておりまして、その額の中で配分はされ

るということで、事業について、もうそれぞれいろんな災害の関係の事業がございま

して、これについての一般財源の必要額については、全て要望としては上げているも

のでございます。 
 議  長  他に。 

９番 長澤貞義議員 
 ９  番  ９ページ、文化財費の１０款２目ですね、これの９万年前の阿蘇の火砕流で起きた

炭化木ですね、それの具体的な保護の方法等分かればですね、それはどこに展示とい

うか、何かされるのかですね、それをお伺いします。 
 議  長  教育長 
 教 育 長  この報告書にもありますけど、１枚目の資料の中のですね、真ん中に木が出て来て

いる状況が分かりますと思いますけど、この部分がですね、やっぱずっと今まで埋も

れとったのが、酸素に触れたり、また外気に触れて腐食をして劣化をしていくと。 
 このものは貴重なもので早急な対応が求められるということでしたので、この部分

の露出の部分を切断をして、九州歴史資料館のほうでですね、保存の部分でいろいろ

処理をしていただくということになります。 



 だから切断して、九州歴史資料館のほうに持って行って、そこで保存していただく

という形になります。 
 これからの保存ですかね。 
 これからの保存についてはまだ、未定でございます。その保存の部分で、一番村民

の方々とか、見やすいところ、また子どもたちにも学習しやすいところ、そういうと

ころを今後検討していかなければならないというふうに思っております。 
 議  長  ９番 長澤貞義議員 
 ９  番  よく分かりました。九州歴史資料館ですね。小郡にある立派な博物館ですね。 

 たまたまうちの村からですね、こういう９万年前のものが出たということは、分か

ればいいんですけど、他のところでもこういう発見があったのかどうかですね。 
 議  長  教育課長 
 教育課長  先ほども申しましたけれども、近隣ではですね、日田市の小野川、あと佐賀県上峰

町で同じように埋没樹木が出ております。以上でございます。 
 議  長  ７番 髙倉寛視議員 
 ７  番  これは予算とは直接関係ありませんけれども、今、先日もちょっと全協の中で言っ

たかもしれませんけども、今年稲作を作る方々がまだおられると思うとですよね。 
 それで実際問題として、これが、今工事がいろいろと進んでおると思いますけども、

どのくらいの時期にできるのかを、ちょっとやっぱ分からんという人がかなりおるわ

けですよね、それでどげんしゅうかと。 
 そういうことでございますので、できたらそういった生産者の方に説明会とか説明

の場所とかを設けていただいたらどうかと思うんですけど、そこのところはどのよう

に考えておりますか。 
 議  長  村長 
 村  長  担当課から今聞いているところではですね、中山間地の役員さんたちを寄っていた

だくという話を聞いておりますので、そういった中でこの議論については、またして

いただければと思っております。 
 議  長  他に質疑はありませんか。 

２番 伊藤均議員 
 ２  番  １０ページ、１１款１項６目地域防災がけ崩れ対策事業なんですが、先ほど１５節

の分で工事請負費、一部という形でここに３億２，０００万円計上されております。 
 場所については、一部ちらっと何か説明の中に出ておりましたが、具体的に説明が

できるものであればですね、説明をお願いしたいと思いますが。 
 議  長  建設水道課長 
建設水道課

長 
 ただ今のご質問の箇所でございますが、８カ所で、箇所だけをとりあえず申し上げ

ますと、屋敷ですね。 
８カ所は、この地域防災がけ崩れ対策事業につきましては、８カ所がこの事業の対

象となっておりまして、今年度、２９年度発注で、３０年度も引き続きありますとい

う説明は、この８カ所の工事はすべて完了するわけではございませんということで、

３０年度の予算におきましても、この８カ所に対する工事費が充てられるということ

になります。 
 全員協議会の中で説明をさせていただきましたこの地域防災がけ地の対策事業は、



２戸以上ないとこの査定の対象となりませんということ。あと６００万円以上の工事

費であったり村の地域防災計画の中の危険箇所に掲載されてないと対象とならない

といういくつかの採択要件がございます。 
 これに乗らない箇所が届出と言いますか、申し出があっているところが２０数カ所

ございまして、こちらは１戸しかないと。集落の中で裏山が崩れて２戸に延びる、延

長できるものではないという判断されたところがございます。こちらにつきましては

村の単独事業を今検討されておるところでございまして、こちらは新年度予算計上の

際に要綱等案ができると思います。その時点で説明させていただきたいと思います。 
 議  長  ２番 伊藤均議員 
 ２  番  私が聞きたいところは、じゃあ８カ所ありますと。だから結局３億２，０００万が、

全部８カ所でやるんですかと。３０年度はあと残った工事をね、３０年度でやります

という話なんですか、それとも８カ所あるのに６カ所やりますと、全部終わるまでで

すね、この２９年度の補正で。その辺りのところを私は聞きたいんですが。 
 議  長  建設水道課長 
建設水道課

長 
 今、５億６，０００万ほど全体の事業費としてかかりますが、この８カ所も２９年

度に行う、例えば９割できて、あと１割を３０年度行うというイメージでございます。

この８カ所が、その内６カ所だけをやって、２カ所を３０年度やりますというもので

はなく、同時に発注というようなことを、今、現在は考えております。 
 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第１号「平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）について」

を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 議  長  次に、承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」 
 質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  これはですね、また農林観光課がいらっしゃいませんので、村長に聞かなしょうが

ないかなと思っているんですけども。 
 第２販売所を設置すると、駐車場と合わせて、ということでございましたけれども、

道の駅との話し合いはどのようになっているんですかね。 
 なんか道の駅のほうに聞くと、「うちの辺じゃとてもそんなとは賄いきらんばい」

というふうな話も聞きますけど、そういうふうな話し合いというのはどのようになっ



ているんですかね。 
 そのまま建てただけで、あとは村民の方に貸すのか、そこのところはどのように考

えておりますか。 
 議  長  村長 
 村  長  小石原陶の里のほうとですね、一応今協議をさせていただいております。 

 まだそれが固まってないということであります。 
 議  長  ７番 髙倉寛視議員 
 ７  番  協議をしているが固まってないということでございます。 

 これは確かになかなか販売所をですね、第２販売所をつくるというふうなことで、

前から私は無理でしょうというふうなことは言っとったんですけど、こういうふうな

ものを、もし作った場合にですね、私が考えるに、おそらく道の駅の管理としては非

常に難しいと、ちょっと個人的には思っているんですよ。 
 そうした場合に、村民の方にそこを貸すというふうなことになりますと、非常にで

すね、問題が出てくる可能性があるわけです。 
 あまり難しいことを言うと、非常に個人的なことになりますのであれですけども、

やはりそういったものは逆にないほうがいいと。県からの補助が出らないということ

でございましたけれども。 
 それではですね、そんなに急いであそこで、そこまで駐車場をつくらなきゃいけな

いのかというふうに、私はちょっと考えておるんですけど、そこのところはどのよう

に、無理してでも販売所を設置したりとか、県から補助をいただいて設置するとか、

駐車場をつくるとかということでございますけど、そこまで急いでしなきゃならない

のか、ちょっとお伺いしたいと思います。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほど協議中だというお話をさせていただきましたけれども、道の駅のほうとして

は受けていただく方向での協議だということであります。 
 それともう１点いろいろと管理上、そういったところについての問題点等今から出

てくるかと思いますけれども、こういったところにつきましても、やはり道の駅の活

性化のためには駐車場の拡張というのは必要だということでやっておりますので、そ

ういったところも含めまして、今後道の駅のほうとは協議をさせていただきたいと思

っております。 
 議  長  他に質疑はありませんか。 

２番 伊藤均議員 
 ２  番  繰越明許の関係でお尋ねしたいんですが、特別養護老人ホーム災害復旧事業、これ

については今も何か工事をしてあるかと思います。 
 それで１，７００万円の予算もですね、補正をした中での金額があるかと。 
 それでこれについてですね、じゃあ、この繰越明許に上げられるこの１，４５０万、

これについてはですね、具体的にどういうものを繰越明許として計上しておるのかと

いうことについて、詳しく説明をお願いしたいと思いますが。 
 議  長  総務課長 
 総務課長  特別養護老人ホームの事業につきましては、起工というかですね、工事請負費の予

算が１，４５０万円という形になっております。 



 入札が１月の１７日に行われまして、今工期としては１月の１８日から５月の２７

日までで、今のところ復旧事業を行っているというところでございます。 
 実際の今の契約金額については、９１０万８千円という契約金額になっております

ので、この時点、繰越明許の計上時点におきましては、予算の枠をですね、ちょっと

その時点でまだ入札が終わっておりませんでしたので、その枠を全額の繰り越しの枠

として見るということで、この費用に上げさせていただいております。 
 最終的にはもう、この金額と変更等の見込みがあればですね、その分について最終

的に繰り越しを行って、６月の議会で繰り越しについての報告を行うという手続きに

なっております。 
 内容については事業を、フェンスの補修等をですね、その辺りの改修を行っている

ところです。 
 議  長  ２番 伊藤均議員 
 ２  番  そうするとですね、１２月時点で繰越明許に上げなきゃいけないのかということが

ですね、あるんではないかと思うんですよ。これ補正なり、また他のものでやること

ができたんではないかと。それを繰越明許でですね、わざわざこの時点でから、１２

月時点ですよ、で上げるというのは、ちょっと早計ではないかと私自身は思うんです

が、いかがですか。 
 議  長  総務課長 
 総務課長  議員おっしゃるとおりですね、１２月の補正から１０日ほどの期間でございます。 

１２月の補正の時点で、当然その着手の計画等を行っていれば繰越明許の関係の手

続きも同時に行うべきところではございましたが、今回については１２月の補正の時

点でその手続きを行っていなかったということで、ちょっと着工の関係でですね、専

決という形で処理を行わせていただいたということになっております。以上です。 
 議  長  ２番 伊藤均議員 
 ２  番  ですから、しっかりですね、その辺りのところは煮詰めてもらって、専決をしても

らわないと、専決事項ですからもう終わっていますよね。でも、そういう可能性のあ

るものもですね、なんもかんも専決と、都合のいいような形でですね、なるのはちょ

っとおかしいんではないかと。しっかりその時点は煮詰めていただきたいと思ってお

ります。 
 議  長  他に質疑はありませんか。 

５番 高橋弘展議員 
 ５  番  災害復旧費にあたる部分ですが、昨年朝倉市のほうは早速災害復旧の事業等を、入

札等を行われていますが、不落が起きているという話も聞いております。 
 現状のところ東峰村では入札の際に不落が起きているのか、いないのか、その辺に

ついてお聞きしたいと思います。 
 議  長  建設水道課長 
建設水道課

長 
 今現在、入札を林道災害のみ行っておりまして、５件行っております。 
 ５件すべて落札ということで、不落は今のところございません。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 
 ５  番  この災害復旧の事業費を考えると、なかなかこの近辺の業者で、すべてが入札落ち

るのかという部分すごく不安を感じるんですが、その指名競争入札あたりで指名する



にあたって、不落が起きないように何か検討はされているのでしょうか、現時点で。 
 議  長  村長 
 村  長  そのことが一番、今後災害復旧工事をやっていく上では懸念されるところでありま

して、今、村内の業者に限らずですね、朝倉郡の建設業組合それから朝倉市、それか

らうきは市、久留米ですかね、のほうの業者さんまで、この災害復旧工事について、

参加を希望される方は指名願いを出してくださいというような手配を実施している

ところであります。 
 議  長  ５番 高橋弘展議員 
 ５  番  実際のところそういったところからの指名願いというのは、現状として増えてきて

いる、出てきているという実績はありますでしょうか。 
 議  長  総務課長 
 総務課長  ちょっと具体的な数字まではですね、今つかんでおりませんが、１日に大体１０件

近くはですね、今のところ追加という形で、先ほど村長が言った区域のところから指

名願いという形で出てきているところであります。以上です。 
 議  長  他に。 

３番 梶原光春議員 
 ３  番  災害復旧債の土木災害復旧費５億２，４８５万１千円の内訳の中にですね、八女・

香春線及び農道等にまだ引っかかっております災害の流木それからガードレール、そ

れから砂利等はですね、まだ特に大行司から上のほうはひどいんですが、国道近辺は

少し良くなっていると思うんですけれども、その辺の工事費は県のほうにお願いする

んですか、それとも村としてこれは片付けるのか、どちらでしょうか、それをお尋ね

します。 
 議  長  建設水道課長 
建設水道課

長 
 国及び県道それから１級河川につきましては、朝倉県土整備事務所のほうで処理を

していただくというふうにしております。 
 特に障害があったり支障がある箇所につきましては、特に連絡をして早急に対応し

ているところであります。 
 議  長  ３番 梶原光春議員 
 ３  番  そうしますとですね、県道、河川の国と県の分については、もうそれまで待ってい

るということですね。現実の護岸工事、頭首工、農地災害の復旧、特に石垣ですね、

復旧があるまでは行わないということですか。 
 それともう１つ、道路沿いはやっぱり見た目も悪いし非常に危険でもあります。車

等が乗って。それは村のほうで、そんなに費用はかからないと思うんですけども、や

るお考えはありませんでしょうか。 
 議  長  建設水道課長 
建設水道課

長 
 国県道それから河川に隣接する農地につきまして、また一部村道等もあります。こ

ちらにつきましては朝倉県土、災害センターのほうと協議をしながら優先順位、早急

にしていただきたいというところの調整会議は開いております。 
 具体的なところはできるだけ地元市町村の意向を聞きながらという事前のお話は

あっておりますが、具体的にどこからというところまでは決定はしていないのではな

いかなというふうに思っております。 



 それから、国県道についての流木、流れ木それから一般廃棄物等がまだ確かに残っ

ている箇所はあるかと思います。できるだけ朝倉県土と協議しながら清掃、復旧に努

めたいと思います。 
 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」 
 お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 
 よって、本案は、原案どおり承認されました。 

 議  長  次に、承認第２号「専決処分の承認を求めることについて」 
 質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
６番 梶原文明議員 

 ６  番  この専決処分について、ちょっとお聞きしたいんですが。 
 この損害賠償額がもう決定されています上で、これは保険等への加入はなかったの

でしょうか。保険が加入されてあればですね、その額が確定して、保険会社のほうか

ら直接朝倉県土のほうにお支払いをしていただく、そういう形でいいんではないかと

私は思うんですが、いかがですか。 
 議  長  総務課長 
 総務課長  すみません。説明が足りなくて申し訳ございません。 

 損害賠償の確定についてはこういった形で議会の報告が必要ということで、支払い

については当然、車のほうについては保険に入っておりますので、保険のほうから全

額相手方へ支払われているというのを、補足として説明するところでございました。

以上です。 
 議  長  ６番 梶原文明議員 
 ６  番  そういうことであればですね、車のほうはどうなっているんですか。保険からの支

払いで、車両保険等も加入されてあるんでしょうか。そこまできちっと答えてくださ

い。 
 議  長  総務課長 
 総務課長  車両につきましても車両保険に加入しておりますので、それにおいて修理を完了し

ているところでございます。 
 議  長  ９番 長澤貞義議員 
 ９  番  この１１月２８日、当日は道路上に雪とかの積雪はなかったんですか。 
 議  長  総務課長 



 総務課長  この日については、雪は当然降っておりません。路面については、ちょっと路面自

体のスリップではなくて、路肩にタイヤが少し乗り上げたときにハンドルの操作を誤

ったということで、ちょっと打ってそのままガードレールを破損したという事件でご

ざいますので、内容については、そういう内容になっております。以上です。 
 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 承認第２号「専決処分の承認を求めることについて」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 
 よって、本案は、原案どおり承認されました。 

 議  長  次に、同意第１号「東峰村監査委員の選任ついて」 
 質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 同意第１号「東峰村監査委員の選任について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 
 よって、本案は、同意することに決定をいたしました。 

 閉  会  
 議  長  以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしまし

た。 
 村長よりあいさつの申し出があっています。これを許可いたします。 
村長 

村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 
 本日は、平成３０年第１回東峰村議会臨時会におきまして慎重なるご審議を賜り、

提案いたしました案件すべてをご可決いただきましたことに厚く御礼を申し上げま

す。 
 さて、本年は言うまでもなく災害復興が最優先の取り組みとなりますが、もう一方



では将来の持続可能な村づくりのために重要な地方創生総合戦略の取り組みも併せ

て行う必要があります。 
 未曾有の大災害に疲弊することなく、村民の皆様一人ひとりが元気で、明日に向け

た生き生きとした生活を構築していくためにも村民の皆さんの目線で、議会と執行部

が村の再生に取り組んでいかなければならないと思います。今後とも議員各位の村政

に対してのご理解とご協力をよろしくお願いをいたします。 
 さて、春間近となりましたが、本年はインフルエンザが大流行しておりますので、

議員各位におかれましても健康には十分留意され、本村の発展のためにさらなるご尽

力をお願い申し上げ、閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。 
 議  長  これをもちまして平成３０年第１回東峰村議会臨時会を閉会いたします。 

（１１時１４分） 
 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
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